
学
校
で
は
、
１
年
の
締
め
く
く
り
の

３
学
期
、
中
学
３
年
生
に
と
っ
て
は
進

路
決
定
の
時
期
と
な
り
ま
す
。
新
た
な

学
年
や
自
分
の
進
路
に
不
安
や
心
配
を

す
る
こ
と
が
多
い
時
期
で
す
が
、
自
分

の
夢
や
希
望
に
向
け
て
力
強
く
充
実
し

た
生
活
を
過
ご
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て

い
ま
す
。

各
学
校
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
活

動
を
と
お
し
て
心
豊
か
な
児
童
生
徒
の

育
成
を
図
っ
て
い
ま
す
。
11
月
に
篠
津

小
学
校
で
開
催
さ
れ
た
町
内
の
児
童
生

徒
美
術
展
で
は
多
く
の
力
作
が
そ
ろ
い
、

ご
来
場
く
だ
さ
い
ま
し
た
１
５
０
０
名

近
く
の
皆
さ
ん
の
感
動
を
誘
っ
て
い
ま

し
た
。
多
く
の
か
た
の
来
場
は
、
き
っ

と
子
ど
も
た
ち
の
励
み
と
な
る
も
の
と

思
い
ま
す
。
１
月
に
開
催
さ
れ
る
書
き

初
め
展
に
も
ぜ
ひ
お
越
し
い
た
だ
き
、

成
果
を
見
届
け
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

さ
て
、
最
近
子
ど
も
た
ち
を
ね
ら
っ

た
凶
悪
な
犯
罪
が
全
国
で
多
発
し
て
い

ま
す
。
下
校
時
刻
に
合
わ
せ
て
の
散
歩

や
あ
い
さ
つ
な
ど
、
保
護
者
だ
け
で
な

く
地
域
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
い
た
だ

き
な
が
ら
、
町
の
た
い
せ
つ
な
宝
で
あ

る
子
ど
も
た
ち
を
犯
罪
か
ら
守
り
、
一

人
ひ
と
り
が
安
全
で
安
心
し
て
健
や
か

に
成
長
で
き
る
環
境
づ
く
り
が
で
き
る

よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先

学
校
教
育
課
　
内
線
２
６
４
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●白岡東小学校�編�

のびやか・
　　しらおか

━学校教育だより━━学校教育だより━�━学校教育だより━�

のびやか・
　　しらおか

━学校教育だより━�

昨年11月、篠津
小学校で開催さ
れた「町内児童
生徒美術展」

町
内
小
・
中
学
校

書
き
初
め
展

期
日

１
月
15
日
º
・
16
日
∂

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

会
場

菁
莪
小
学
校
体
育
館

◎相談日等 12日π、17日∑、24日∑、31日∑ 午前
10時～正午・午後１時～３時（都合により相談日が変
更になることがありますので、事前にご確認ください）

1月の消費生活相談

★利用した覚えがなければ支払わず、無視すること。し
かし、業者から何らかのアクションがあったときに備
えて請求書等は証拠として保管しておくこと。

★身に覚えがないにもかかわらず送付された請求書に
「裁判に訴える」などと記載されているようなケース
は、無視すること。また、一般的に裁判所からはがき

● ● ●

で通知が届くことはありません。
※裁判所からの通知を装い、書類を偽造して送付して
くるケースが見受けられるが、書類の真偽の判断は
難しいので、放置せず、裁判所に確認若しくは弁護
士や消費生活センターに相談すること。結果、裁判
所からの正式な通知だった場合、放置しておくと不
利益を被る結果につながりかねないので、必ず裁判
手続きや対処方法などについても確認する。なお、
支払督促は債務者の言い分を聞かずに発するため、
正式な支払督促の通知が届いた場合には２週間以内
に督促異議を申し立てること。

★催促がしつこく、身の危険を感じるときは、迷わず警
察に相談すること。

問合せ先
埼玉県消費生活支援センター春日部 @048（734）0999 午前
９時30分～正午　午後１時～４時（土・日・祝日は休業）

白岡町消費生活相談 @（93）7700 毎週月曜日（祝日等の場
合は水曜日） 午前10時～正午　午後１時～３時

商工課 内線２８２、２８３

のは不当ですので、支払いの必要はありません。請求の
メールは無視するかアドレスを変えることをおすすめし
ます。
Ｑ ４、５年前、携帯のアダルトサイトを利用し、既に
代金は支払い済みであると思っていたのに、最近になり
突然未納を告げるはがきが届くようになった。未払いの
ものがあったのかもしれないと思い、サイト名などは覚
えていなかったが、何度か請求されるまま支払いをした。
しかし、次々と請求書が届き、額も大きいので困ってい
る。
Ａ もし、利用したサイトの利用料金が未納であれば、
当然支払う必要があります。しかし、この場合、何度か
支払っているのにもかかわらず請求額が増えていること
や、４、５年経ってから突然請求書が届きだしたことな
どから考えると、何らかの情報を持った名簿を入手した
業者が架空の請求書を送った可能性があります。入金を
すると味を占めて、２度、３度と送りつけてくる場合が
あります。住所は知られているようですが、それ以上の
情報を知られないためにも、余計なコンタクトは取らず、
今後の請求は無視してください。

最近、出会い系サイトやアダルトサイト等の請求と称
して支払督促を偽造し、これを消費者に送付するケース
や少額訴訟を提起すると脅す手口など、裁判手続きを利
用した架空・不当請求に関する相談が見受けられます。
架空請求や偽造された支払督促であれば放置しておけ
ばよいのですが、支払督促など裁判所関係の書類は一般
の消費者にとって馴染みがないため、送付された書類の
真偽を即座に判別することは難しく、不安に感じる消費
者が多いようです。

33333333333333333333333

消費者へのアドバイス

あ
け
ま
し
て

 
 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
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町
で
は
、
１
月
17
日
∑
か
ら
２
月
16
日
π
ま
で
の
１
か
月
間
、
町
民
の
皆
さ
ん
へ

の
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
図
る
た
め
「
窓
口
サ
ー
ビ
ス
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
実
施
し
ま
す
。

各
窓
口
で
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
配
布
し
ま
す
の
で
、
職
員
の
あ
い
さ
つ
、
窓
口
で

の
対
応
、
言
葉
づ
か
い
な
ど
項
目
ご
と
に
３
段
階
評
価
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
内
容
・
実
施
場
所
は
次
の
と
お
り
で
す
。

実
施
場
所

・
役
場
各
課

・
町
民
利
用
施
設

な
お
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
結
果
に

つ
い
て
は
、
広
報
し
ら
お
か
及
び
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で

す
。

問
合
せ
先

秘
書
政
策
課
政
策
調
整
担
当

内
線
３
７
２
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どのように感じられましたか？ 満足�普通�不満 

3 2 11 職員のあいさつは？�

3 2 12 服装などの身だしなみは？�

3 2 1
3
職員の態度は？�

3 2 1職員の言葉づかいは？  

3 2 14 わかりやすく納得できる�
説明でしたか？�

3 2 15
ご用件が済むまでの時間は？�
（何分くらいを想定されまし�
　たか？：　　分）�

役場の窓口の対応は�
「満足」「普通」「不満」�
だったでしょうか。� 職

員
の
対
応
は
い
か
が
で
す
か
？

│
窓
口
サ
ー
ビ
ス
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
│

くらしの110番情報

～公的機関の職員を装った悪質業者に注意～�～公的機関の職員を装った悪質業者に注意～�

「役場のほうから来ました！」「役場のほうから来ました！」

～公的機関の職員を装った悪質業者に注意～�～公的機関の職員を装った悪質業者に注意～�～公的機関の職員を装った悪質業者に注意～�

世間を騒がせている悪質商法や架空請求による
被害は、白岡町内においても年々増えています。
そこで、最近多くあった問い合わせなどをご紹介
しますので、契約をする際の参考にしてください。

Ｑ 役場の水道課を連想させるような名称を名
乗り、「水道をきれいにする器具を○○円で取り
付ける。」などと言って訪問してきた人がいる

が、役場で何かやっているのか？
Ｑ 作業服で訪問してきた人が「無料で下水の点検をす
る。」と言うので、役場の関係だと思い点検をお願いし
た。点検後「下水管が汚れているから掃除が必要。」と
言われたので、それもお願いした。結局、清掃代金をい
くらか払ったが、役場から頼まれた業者が家の排水管を
清掃することはあるのか？
Ａ 町の職員が器具などの訪問販売をすることや、業者
に依頼して皆さんのお宅の排水管などを点検・清掃する
ことはありません。なお、町が器具等の交換をお願いす
る場合は、事前にはがきなどでお知らせした後に、町の
委託業者がお伺いします。宅地内の給排水設備は各個人
で管理していただくものですので、基本的に住民のかた
から何らかの依頼があった場合にお伺いすることになり
ます。「すぐに掃除しないとたいへん」などど言われて
も、あわてず良く考えてみてください。

★訪問者の身元や作業内容ををよく確認する。
★「無料」と言うセリフに惑わさられないで、必要な
ものであるかをよく考える。
★役場職員等を名乗る者が、少しでも不審に思ったら、
関連する部署に問い合わせる。
★訪問業者が作業を終了した後や代金支払い後でも、
解約が可能な場合があるので、「だまされた。」と感
じたら、あきらめずに専門の機関に相談する。

Ｑ 「１か月無料」と書かれていた携帯の出会
い系サイトを見ようとしたら、いつの間にか入
会の手続きがされてしまった。驚いてすぐ退会

の手続きをしようとしたが、どうしても見つからず、結
局何も見ずに電源を落としてしまった。後日代金を請求
するメールが届いたがどうすればよいか？
Ａ この場合、いきなり会員として登録されてしまった
り、退会する画面が存在しないのは業者に問題があると
考えられます。また、利用していないのに請求をされる

－アドバイス－
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